
提

出

者

中

川

智

子

平
成
十
五
年
六
月
五
日
提
出

質

問

第

九

二

号

新
型
肺
炎
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
発
生
に
伴
う
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

92



新
型
肺
炎
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
発
生
に
伴
う
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
型
肺
炎
「
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
」
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
の
感
染
が
拡
大
す
る
中
で
、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
深
刻

な
「
伝
播
確
認
地
域
」
で
あ
る
と
指
定
し
た
中
国
に
お
い
て
、
日
本
政
府
の
、
在
留
邦
人
に
対
す
る
安
全
確
保
に
つ
い
て
の
緊

急
対
処
お
よ
び
そ
の
後
の
対
応
に
、
数
々
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
な
お
多
く
の
在
留
邦
人
が
滞
在
し
、
不
安
な
状
態
の
ま
ま
生
活
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
「
危
機
管
理
」
に
対
す
る

こ
れ
ま
で
の
対
応
と
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
一
時
的
に
北
京
を
離
れ
る
こ
と
が
可
能
な
方
は
、
帰
国
の
可
能
性
を
含
め
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
」
と
い

う
日
本
政
府
の
「
一
時
帰
国
の
勧
め
」
は
、
北
京
市
で
は
、
四
月
二
九
日
発
出
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
国
は
四
月
半
ば
ま
で
に

は
帰
国
勧
告
等
の
措
置
が
な
さ
れ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
判
断
の
差
は
ど
の
よ
う
な
事
項
に
基
づ
く
も
の
か
。

二

一
の
「
勧
告
」
は
中
国
の
中
で
、
な
ぜ
北
京
だ
け
に
発
出
し
た
の
か
。

三

「
勧
告
」
の
解
除
要
件
は
何
か
。
ま
た
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
何
か
。

四

日
本
大
使
館
の
在
留
邦
人
に
対
す
る
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
情
報
発
信
系
統
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
そ
の
情
報
の
入
手
は
何
に

拠
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

一



五

日
中
友
好
病
院
が
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
の
指
定
病
院
と
な
り
、
在
留
邦
人
が
他
の
理
由
で
医
療
機
関
を
必
要
と
し
た
場
合
に
備

え
て
、
医
療
機
関
確
保
の
対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

六

在
留
邦
人
の
生
活
不
安
や
精
神
的
ケ
ア
の
た
め
の
相
談
窓
口
は
、
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
周

知
徹
底
を
図
る
方
策
は
と
ら
れ
て
い
る
の
か
。

七

今
後
、
在
留
邦
人
の
た
め
に
医
師
の
派
遣
は
考
慮
し
て
い
る
か
。

八

「
勧
告
」
を
受
け
て
一
時
帰
国
し
た
学
生
の
単
位
取
得
に
関
し
て
、
特
別
措
置
を
要
請
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

支
援
策
は
講
じ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
留
学
生
の
一
時
帰
国
に
伴
う
学
費
が
返
還
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
費
用
援
助
は
検
討
す

る
の
か
。

九

政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
に
よ
る
対
中
国
援
助
に
つ
い
て
、
今
回
の
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
問
題
を
教
訓
に
、
世
界
保
健
機
関

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
地
球
規
模
の
戦
略
」
の
一
環
と
し
て
、
医
療
施
設
、
環
境
イ
ン
フ
ラ
（
上
下
水

道
、
排
水
、
ゴ
ミ
処
理
、
大
気
汚
染
等
）
の
充
実
の
た
め
に
、
よ
り
多
く
配
分
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
は
中
国
政

府
に
要
請
す
る
考
え
が
あ
る
か
、
伺
い
た
い
。
ま
た
、
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
の
具
体
的
感
染
例
の
公
表
、
感
染
ル
ー
ト
の
公
開
も

要
望
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


